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第５章 計画の推進、点検体制 
 
１．推進体制 
  本計画の確実な実施、運用を図るため、本町で運用している斑鳩町環境マネ

ジメントシステム環境管理組織を活用します。 
（１）環境管理総括者（町長） 
   ・環境管理委員会の審議を経て、削減目標（斑鳩町環境マネジメントシス

テムにおける環境目標）の決定、見直しを行います。 
（２）環境管理委員会（委員長：副町長） 
   ・削減目標について審議します。 
（３）環境管理責任者（住民生活部長） 
   ・削減目標について案を作成し、環境管理委員会へ提案します。 
   ・排出量削減のための取組事項について定めた運用管理手順書の作成、見

直しを行います。 
（４）実行部門長（各部局長） 
   ・各実行部門の職員に対して、排出量削減のための取組事項について定め

た運用管理手順書の周知を行います。 
   ・定期的な監視及び測定を行い、削減目標との適合について検討し、環境

管理責任者に報告します。 
（５）環境管理推進員（各課室局長） 
   ・各課室局内の職員に対して、排出量削減のための取組事項について定め

た運用管理手順書の周知を行います。 
   ・定期的な監視及び測定を行い、削減目標との適合について検討し、実行

部門長に報告します。 
（６）環境マネジメントシステム推進プロジェクトチーム 
   ・各部門間においてシステム推進に関する各種調整を行います。 
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２．点検・評価 
  各取組項目の管理課の環境管理推進員は、四半期（７月、１０月、１月、４

月）ごとに、各取組項目の実施状況について監視・測定を行い、実行部門長の

承認を経て、環境管理責任者へ報告します。 
  環境管理責任者は、各取組項目の実施状況を取りまとめ、年に１回、環境管

理委員会に報告します。 
 
 
３．公表 
  本計画の実施状況等については、斑鳩町環境マネジメントシステムの実施状

況の公表とあわせて、年に１回実施します。 
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